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子どもの自己指導能力の獲得を支える生徒指導では、多様な教育活動を通して、子どもが主体的に

課題に挑戦することや多様な他者と協働して創意工夫することの重要性を実感できるようにすること

が大切です。

自己指導能力の獲得を支える取組 ～生徒指導の実践上の視点を生かして～

「生徒指導の実践上の視点」についての理解を深め、自己指導能力の獲得を支える生徒指導の充実

を図りましょう。

自己存在感の感受 共感的な人間関係の育成

□ 授業や学校行事などの様々な場面で、子 □ 授業の中で、他者の話を聴き、互いの考

どもの発言やつぶやきを大事にし、考えを えを認め合う場面を取り入れる。

認める。
□ 子どもの話をうなずきながら聞いたり、

□ 子どもが能力や個性などを生かし、適切 思いに寄り添った声掛けをしたりするな

に役割を担うことができるよう配慮する。 相手の立場に立って考え、行動する姿勢を

教員が率先して示す。

実践上のポイント 実践上のポイント

子ども一人一人が、 個性を尊重し、互い

学校生活のあらゆる場 に認め合い・励まし合

面で、「自分は大切に い・支え合える人間関

されている、認められ 係を、学級の内外に築

ている」と実感できる けるよう支援します。

よう支援します｡

自己決定の場の提供 安全・安心な風土の醸成

□ 子どもが興味・関心に基づいて課題を設 □ 友達の考えを賞賛したり、つまずきを通

定したり、自分で考えた方法で課題解決に して皆で考えたりする場を設定するなど、

取り組んだりできる場を設定する。 互いを認め合える関係づくりに努める。

□ 校則の見直しや行事の企画などに子ども □ 子どもの発達の段階に応じて、生徒指導

が参画できるよう配慮し、子どもの自発 上の諸課題を未然に防止するための意図的

自治的な活動を尊重する。 な教育プログラムを実施する。

実践上のポイント 実践上のポイント

自分の取り組みやす 安心して自分の考え

い方法で学習を進めた を表現したり、失敗を

り、学校生活のルール 恐れずに挑戦したりで

を自分たちで決めたり きる人間関係づくりや､

するなど、自己決定の いじめ等の問題が発生

場を提供します。 しにくい学校生活の環

境づくりに努めます。

自己指導能力：「その時、その場で、どのような行動が適切か、自分で考えて、決めて、 Ｈ２８～Ｒ６

実行する能力」（独立行政法人教職員支援機構 生徒指導関係資料より） 「中央地区の教育」

生徒指導参考資料

生徒指導 自己指導能力の獲得を支える生徒指導

ど、

＊

＊

的、

令和７年度 中央地区の教育 ｐ１４



生徒指導提要が改訂され、目の前の問題に対応する課題解決的な生徒指導だけではなく、「発達支

持的生徒指導」のように、児童生徒の成長を促す積極的な生徒指導の充実が強調されました。これま

での自校の生徒指導の実践を捉え直し、取組の方向性を共通理解して生徒指導の充実を図りましょう。

1 生徒指導提要改訂のポイント

平成２２年３月版 令和４年１２月改訂版

【意義】 【目的】 ◆「支える」生徒指導へ

○児童生徒一人一人の人格 ○児童生徒一人一人の個性の発

意 を尊重し、個性の伸長を 見とよさや可能性の伸長と社

義 図りながら、社会的資質 会的資質・能力の発達を支え

・ や行動力を高める ると同時に、自己の幸福追求

目 ○人格のよりよい発達を目 と自己実現を支える ※抜粋

的 指す ※抜粋

実

【留意する点】 【実践上の視点】 ◆実践上の４つの視点へ

践
○自己存在感を与える ○自己存在感の感受

上 ○共感的な人間関係の育成 ○共感的な人間関係の育成
の

○自己決定の場を与える ○自己決定の場の提供
視

○安全・安心な風土の醸成点

【指導の原理】 【支援構造】 ◆積極的な生徒指導の推進

○成長を促す指導 ○発達支持的生徒指導

・日常の生活面や学習面で ・日常の授業づくり、学級づく
の働き掛け り等を通した取組

生

徒
○予防的な指導 ○課題予防的生徒指導

指
・課題の早期発見の取組、 ①課題未然防止教育

導
初期対応 ・課題に応じた教育プログラム

の

構
○課題解決的な指導 ②課題早期発見対応

造
・深刻な課題に対して関係 ・課題の早期発見の取組、初
係機関等と連携して対応 期対応

○困難課題解決的生徒指導

・深刻な課題に対して関係機関
等と連携して対応

＊自己指導能力：「その時、その場で、どのような行動が適切か、自分で考えて、決めて、実行する能力」

（独立行政法人教職員支援機構 生徒指導関係資料より）

全校体制による未然防止

課題が生じる前に全ての児童生

徒に対して行う、発達を支える日

常の生徒指導、意図的な教育プロ

グラムを充実させます。

集団と個において

バランスよく指導

◇常態的・先行的

（プロアクティブ）

生徒指導 児童生徒の発達を支える生徒指導へ

自己指導能力の育成 自己指導能力の獲得

◇即応的・継続的
（リアクティブ）

過去の「中央地区の教育」における生徒指導の参考資料は、二次元コードより閲覧できます。

日常の声掛けや触れ合い、授業

づくりや学級づくりなど、全ての

教育活動において、「指導する」

から、発達を「支える」という意

識への転換が求められています。

日常の授業づくりや学級づくり

を基盤に、児童生徒自らが、安心

して学校生活を送れる風土をつく

り上げられるよう支援します。

組織的な指導・援助

課題の早期発見に努め、予兆が

見られる、あるいは課題が生じて

いる特定の児童生徒に対して組織

的な指導・援助を行います。

児童生徒一人一人が｢
＊
自己指導

能力」を獲得し、自己実現してい

く過程を教職員が支えます。

令和６年度 中央地区の教育 ｐ２０



２ 自己指導能力の獲得に向けて ～「生徒指導の実践上の視点」を生かした授業づくり～

自己存在感の感受

（実践例）

・グループ活動などで子ども一人一人に役割を設定する。

・子どもの思いや願いを基に、授業を組み立てる。

・子どもの発言やつぶやきを大事にし、考えを認める。

・子どもの具体的な姿を基に、認め、賞賛し、励ます。

・学びの過程を振り返り、成果を実感できる場を設定する。

・ＩＣＴを活用するなどして、「指導の個別化」や「学習の

個性化」を進める。

◎全ての子どもが「わかった」

「できた」と成果を実感し、

自己肯定感や自己有用感を育

む授業づくりに努めます。

（実践例）

・子どもの話を最後までしっかりと聞き、受け止め、相手の

立場になって考え、発言する姿勢を示す。

・他者と協力し合って取り組む活動を学習過程に位置付ける。

・話合いが活発に行われるように、話合いの目的や視点を明

確にする。

・発言をつなげ、対話が促進されるよう支援する。

・互いのよさや頑張りを認め合う場を設定する。

◎他者と関わる場を意図的に設

定し、互いに認め合い、支え

合う学習集団づくりを進めま

す。

自己決定の場の提供

（実践例）

・子どもが、興味・関心に基づいて課題を設定したり、選択

したりする場を設定する。

・課題解決の方法を選択する場を設定する。

・自分で調べたり、考えたりする時間を保障する。

・根拠を示して自分の意見を述べたり、まとめたりする場を

設定する。

・対話や議論を通して、試行錯誤する場を設定する。

◎自分で選択する場や自分の考

えを発表する場を設定するな

どして、自ら考え、選択し、

決定する力を育てます。

（実践例）

・授業の約束事の意義を理解して実践できるようにする。

・丁寧な言葉遣いや他者の気持ちを考えた発言を認め、子ど

も自らが他者に配慮した発言のよさに気付くようにする。

・他者の発言を傾聴するよさに気付かせ、子ども自らが安心

して発言できる雰囲気づくりをしていけるようにする。

・学習形態を工夫したり、多様な表現方法を取り入れたりし

て、どの子どもも考えを述べやすいよう配慮する。

◎子ども一人一人の個性や多様

性が尊重され、安全かつ安心

して学習できるよう配慮しま

す。

安全・安心な風土の醸成

共感的な人間関係の育成

「生徒指導の実践上の視点」に留意し、教科等の指導

と生徒指導を一体化させていくことが大切です。

令和６年度 中央地区の教育 ｐ２１



子どもを取り巻く環境や、生徒指導をめぐる状況が大きく変化する中、今日的な課題に対応してい

くために生徒指導提要が令和４年１２月に改訂されました。生徒指導は、学校の教育目標を達成する

上で重要な機能を果たすものであり、学習指導と並んで学校教育の両輪をなすものです。全校体制に

よる生徒指導の推進や教職員の対応力向上のため、新しい生徒指導提要が示す生徒指導の方向性を共

通理解し、自校の生徒指導計画や生徒指導体制の見直しを図りましょう。

１ 生徒指導の意義

＊自己指導能力：「その時、その場で、どのような行動が適切か、自分で考えて、決めて、実行する能力」

（独立行政法人教職員支援機構 生徒指導関係資料より）

２ 生徒指導の構造（重層的支援構造：２軸３類４層構造）

２ 課題予防的生徒指導

①課題早期発見対応

②課題未然防止教育

生徒指導の定義

生徒指導とは、児童生徒が、社会の中で自分ら

しく生きることができる存在へと、自発的・主体

的に成長や発達する過程を支える教育活動のこと

である。なお、生徒指導上の課題に対応するため

に、必要に応じて指導や援助を行う。

生徒指導の目的

生徒指導は、児童生徒一人一人の個性の発見と

よさや可能性の伸長と社会的資質・能力の発達を

支えると同時に、自己の幸福追求と社会に受け入

れられる自己実現を支えることを目的とする。

生徒指導の実践上の視点

① 自己存在感の感受

・集団に個が埋没しないような工夫

② 共感的な人間関係の育成

・支持的で創造的な学級づくり

③ 自己決定の場の提供

・主体的・対話的で深い学びの実現

に向けた授業改善

④ 安全・安心な風土の醸成

・児童生徒による一人一人が安心し

て生活できる風土づくりを支援

生徒指導は、児童生徒の課題への対応を時間軸や対象、課題性の高低という観点から類別するこ

とで構造化することができます。これからの生徒指導では、課題の未然防止に当たる全ての児童生

徒を対象に常態的・先行的に行う「積極的な生徒指導」の創意工夫が一層必要になります。

＊ ２軸 …即応的・継続的 ⇔ 常態的・先行的 ３類 …１～３ ４層 …１、２－①、２－②、３

深刻な課題を抱える特定の児童生徒に対

し、関係機関等とも連携しつつ対応する。

課題の予兆が見られる等の一部の児童生徒を対象に、

深刻化を防止するため、初期の段階で発見し対応する。

全ての児童生徒に対する生徒指導上の諸課題に対する未然防止をねらい

とした、意図的・組織的・系統的な教育プログラムを実施する。

（例）いじめ防止教育、自殺予防（ＳＯＳの出し方）教育、情報モラル教育等

全ての児童生徒を対象に、声掛けや対話、授業、行事などの日常におけ

る教育課程内外全ての教育活動を通じて児童生徒の発達を支える。

（例）全校体制で取り組む「魅力ある学校づくり」

□安全・安心な学級づくりを基盤とした「居場所づくり」の推進

□児童生徒の「絆づくり」が期待できる行事や縦割り活動の工夫

□生徒指導の実践上の視点を意識した学級づくり、授業づくり
全ての

児童生徒

対
象

課
題
性

高

即応的

継続的

（リアクティブ）

常態的

先行的

（プロアクティブ）

特定の

児童生徒

成長を促す

積極的な生徒指導

（未然防止）

＊過去の「中央地区の教育」における生徒指導の参考資料は、二次元コードから閲覧できます。

チームによる

組織的な指導・援助

（事後対応）

低

生徒指導の目的を達成するため、一人一人

の「自己指導能力」の育成を目指します。

生徒指導の意義と構造生徒指導

＊

＊

令和５年度 中央地区の教育 ｐ２２



不登校への対応は、不登校を生まないようにするための働き掛け（未然防止）、長期化しないよう

にするための働き掛け（初期対応・早期支援）、長期化している場合の働き掛け（学校復帰、社会的

自立に向けた支援）に整理して考えることができます。いずれも、学級担任一人だけの考えで行うの

ではなく、複数の教職員で子どもを多面的・総合的に理解し、組織的に対応することが大切です。

◎全校体制での魅力ある学校づくり
子どもが学校に来ることを楽しいと感じ、日々の学校生活を安心して過ごし、充実したものにできるようにす

るため、授業や行事等の工夫及び改善を行い、全ての子どもを対象とした教育的予防に取り組みます。

〔実践のポイント〕

□「居場所づくり」と「絆づくり」の推進 ＊H28、H30 □生徒指導の機能を生かした授業づくり ＊R2

→子どもが自己存在感、自己有用感を感じ、自己肯定感を高めることができるようにします。

□子ども理解の深化 □定期的なアンケート・教育相談の実施 □家庭や地域、関係機関との連携

＊過去の「中央地区の教育」における生徒指導の参考資料は、ＱＲコードから閲覧できます。

生徒指導 不登校の未然防止と対応

◎チームによる多面的・総合的な理解に基づいた、組織的・計画的な対応
不登校の予兆が見えた場合、初期の段階で子どもの状況に応じた働き掛けを行い、不登校が本格化しないよう

にします。予兆への対応を含めた初期の段階から、チームによる組織的・計画的な支援が大切です。

※予兆…続けて休み始める、登校を渋る、欠席や遅刻が頻繁になる、など

〔実践のポイント〕

□迅速な情報共有と複数の教職員による情報収集・実態把握

・学級担任による予兆の気付きからチームへの迅速な情報共有 → 情報収集の役割分担

・電話連絡、面談、家庭訪問等による本人、保護者からの情報収集

・養護教諭、教科担任、部活動の担当、元学級担任等、対象の子どもに関わる教職員からの情報収集

※情報がチームの主となる教員（学年主任等）に集約され、初期の段階から管理職に伝わるようにする。

※チームのメンバーは学級担任、学年主任、生徒指導主事、教育相談担当、養護教諭、管理職等、学校の

規模や実情に応じて編成する。状況によっては、早期にＳＣやＳＳＷの参加も考えられる。

□対応策の検討（ケース会議１回目）

・複数の教職員による多面的・総合的な子どもの理解に基づいたアセスメント（見立て）を行う。

・アセスメントに基づいて対応策を検討し、具体的な働き掛けの手立てと役割分担を明確にする。

□働き掛けの実践と経過観察

・保護者の協力を得ながら、役割分担に沿って働き掛けをし、経過観察した状況をチームで共有する。

□実践の評価と見直し（ケース会議２回目以降）

・実践から一定の期間後、再度ケース会議を開き、実践の評価と対応策の見直しを行い、実践を継続する。

◎子どもの願いや学校とのつながりを大

事にした働き掛け

子どもや保護者の願いに寄り添い、部分

的な登校や別室登校、適応指導教室や民間

施設等の利用など、子どもの状況に応じて

学校復帰や社会的自立に向けた支援を行い

ます。

〔実践のポイント〕

□電話連絡や家庭訪問を継続し、学校と

の関係が途切れないよう努める。

□定期的なケース会議を通して検討し、

随時、支援方法の見直しを行う。

、

◆校内の受け入れ体制の整備

教室復帰への足掛かりとなる居場所として、教室以外の安心

できる場所を提供し、登校支援及び学習支援を行います。

◆関係機関との連携

関係機関だけに任せるのではなく、子どもの状況に応じた支

援方針を明確にした上で連携することが大切です。

□スクールカウンセラー（ＳＣ）・広域カウンセラー

□スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）

□適応指導教室 □医療機関 □社会福祉機関

□児童相談所 □ＮＰＯや民間のフリースクール など

１ 未然防止

２ 初期対応・早期支援

３ 学校復帰、社会的自立に向けた支援
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１ 自己指導能力とは

２ 全校体制による生徒指導の推進
一人一人の子どもの健全な成長を促し，自己指導能力の育成を目指すという生徒指導の積極的

な意義を踏まえ，学校の教育活動全体を通じて，全校体制による生徒指導を推進していくことが

必要です。取組の視点例を以下に示します。

（例） （例） （例）

○複数の教職員（学級担 ○自校の学校経営に位置付けられた生徒指導の重点に ○学級担任は，学年部を

任，学年部職員，教科 ついて共通理解を図るとともに，学年・学級経営， はじめとする他の教職

担任，部活動の顧問， 校務分掌との関連を明確にする。 員との連携に努め，開

養護教諭等）で子ども ○生徒指導主事や教育相談担当が中心となり，校種や かれた学級経営の実現

を多面的・総合的に理 学校規模，職員構成に応じた日常の情報共有の場を を目指す。

解することに努める。 設定する。 ＊Ｈ29・Ｈ30・2019 ○集団の場面でのガイダ

○日ごろの人間的な触れ ンスと，個別の会話・

合いや子どもと共に歩 面談や言葉掛けを通し

む姿勢などを通して， て行うカウンセリング

教師と子どもの信頼関 の双方により，子ども

係を構築する。 の発達を支援する。

（例） （例） （例） （例）

○年度途中に，目標の達 ○学校だよりや学級・学 ○充実した生活と新型コ ○授業や諸活動において

成度について学年部や 年通信の発行，保護者 ロナウイルス感染拡大 自己存在感が得られる

学団で点検し，中期的 会による交流等を通し 防止を両立させる観点 機会を設定するなど，

な目標を立て直す。 て，指導の在り方につ から，自己の行動を見 全ての子どもの居場所

○意識調査を分析する際 いて共通理解する。 直すことができるよう づくりに努める。

は，集団の多くを占め ○ＳＣやＳＳＷ，関係機 指導する。 ＊Ｈ28・Ｒ２

ている「どちらかと言 関との連携に当たり， ○情報機器の利用に関す ○子どもが主体となって

えば」と回答した子ど 学校ができること，学 る自律的なルールづく 絆づくりを進めていく

もに着目し，取組の見 校での対応が難しいこ りに，子どもや保護者 ことができるよう，活

直しに生かす。 とを見極め，方針や役 が主体的に参画できる 動の見直しを図る。

＊Ｈ30・2019 割分担を明確にする。 機会を設ける。 ＊Ｈ28・2019

＊は，過去５年間の「中央地区の教育」における生徒指導の

参考資料に関連する記載があることを示しています。これら

の資料はＱＲコードから閲覧できます。

教育活動全体を通じた
全校体制による生徒指導の推進⇒

自己指導能力の育成
いじめ・不登校等の未然防止・早期対応

生徒指導 自己指導能力の育成に向けて

子ども理解の深化 校内における協力体制の確立 学級経営の充実

居場所づくりと

絆づくりの推進

取組の点検と

見直し

今日的な課題

への対応

家庭や関係機関

との連携

「その時，その場で，どのような行動が適切か，自分で考えて，決めて，実行する能力」
（独立行政法人教職員支援機構 生徒指導関係資料より）
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「自己存在感を与える」「共感的な人間関係を育成する」「自己決定の場を与える」生徒指導の

機能を生かした取組を継続し，子どもの自己指導能力を育成します。

１ 自己指導能力とは

※自己指導能力は，学習指導の場を含む学校生活のあらゆる場や機会で育んでいきます。他者の主体性を尊重し

かつ自己実現につながっているかどうかが，行動の適切性を決める基準となります。

２ 生徒指導の機能を生かした授業づくり

※居場所づくりや絆づくりの取組の点検や見直しについては，「平成30年度 中央地区の教育 №58」p46～47

及び「2019年度 中央地区の教育 №59」p44～45で紹介しています。

生徒指導 自己指導能力の育成に向けて

「その時，その場で，どのような行動が適切か，自分で考えて，決めて，実行する能力」
（独立行政法人教職員支援機構 生徒指導関係資料より）

（例）
・子どもが興味・関心を
もち，主体的に学べる
よう，資料や教材の提
示方法を工夫している。

・自分の意見や考えをも
たせるために，対立意
見を生むような発問の
工夫をしている。

・一人で調べたり，考え
たりする時間を十分に
確保している。

・子どもが間違いやつま
ずきを恐れずに，自分
の考えをみんなの前で
発表する場づくりを心
掛けている。

・子どもが今日の学習を
振り返り，これからの
学習について考えるよ
うな場を設けている。

よりよい授業づくりが，絆を育み，「魅力ある学校づくり」にもつながる取組であること
を全教職員が意識し，全校体制で授業改善を進めていくことが大切です。
また，教職員間でズレがないよう指導方法の交流を図ることや，校種間のつながりを意識

して学習・生活規律を整えていくことにも留意する必要があります。

全教職員で共通理解を図る際のポイント

（例）
・全員が参加していると
いう気持ちをもてるよ
うに，発問等を工夫し
ている。

・「よくできたね」「頑
張っているな」など，
承認や賞賛，励ましを
行っている。

・子どもの実態を把握し，
授業のどの場面でどの
子どもを活躍させるか
を考えている。

・誤答や途中の考えも生
かすなど，互いの考え
のよさに気付かせる工
夫をしている。

・自己表現が苦手な子ど
ものために多様な表現
方法を提示し，指導し
ている。

（例）
・一人一人を受け入れて
認め，子どもの人間性
を尊重するようにして
いる。

・友達の意見に反応しな
がら聞くように指導し
ている。

・活動時に相互評価を取
り入れ，互いのよさを
認め合うことができる
ようにしている。

・教師主導にならず，子
どもの学習のペースに
合わせながら授業を進
めている。

・発言をつなげ，集団で
学び合いができるよう
にしている。

・好ましくない行為は正
すよう働き掛けている。

自己存在感 共感的な人間関係 自己決定

・自己肯定感の向上 ・自己理解の深化 ・よさや違いを認め合う人間関係の醸成
・思いやりの心や態度の育成 ・コミュニケーションの基盤となる言語能力の育成
・主体的に問題を解決していく能力や態度の育成 ・学習上の不適応の軽減 など

自己指導能力に関連して期待される効果

，
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不登校の新規数を抑制する観点から以下の項目１及び２の内容を重視して，いじめ，不登校等の未

然防止に取り組むことで，不登校数の減少が期待されます。

１ いじめ，不登校等の未然防止における取組のポイント
未然防止の取組である，居場所づくりや絆づくりを効果的に行うポイントは次の３点です。

【ポイント①】自己有用感を育む観点から，子どもたちの主体的な活動の場を保障する。

【ポイント②】継続数，新規数などの観点から，子どもたちの欠席状況を把握する。

【ポイント③】アンケートなどの子どもの意識調査を活用して，取組を点検し，見直す。
＊継続数…前年度も不登校だった児童生徒数 ＊新規数…今年度新たに不登校になった児童生徒数

【ポイント①】の具体例

【ポイント②】の具体例 ※…右例参照

・長期休業中の会議等で，累積欠席日数に照らして，子

どもの欠席状況を把握する。

・把握した子どもの欠席状況を基に，継続数を「■」で

新規数を「□」で示したグラフなどを作成し，継続数

と新規数の変化を把握する。

・スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラー

等と連携するなどして，一人一人の子どもの支援策を

検討し，速やかに対応する。

＊欠席状況の把握例…国立教育政策研究所 第Ⅲ期「魅力ある学校づくり調査研究事業」（平成25～26）報告

書データより作成

生徒指導 いじめ，不登校等の未然防止

＊ ＊

欠席状況の把握例
＊

2019年度 中央地区の教育 ｐ44

潟上市立天王南中学校 「小・中連携の取組」
〇小・中学校の教職員が連携して挨拶運動の見直しを実施

・希望生徒が登校時に母校を訪問し，挨拶運動に参加

・中学生がよい挨拶をした児童に，生徒会作成のステッ

カーをプレゼントして褒める活動を計画

◎教職員の見取りと子どもの意識調査結果との差異を分析

して取組を見直し，子ども主体の活動にしたことで，新

規の不登校数が減少しました。 小・中連携挨拶運動

由利本荘市立本荘北中学校 「異学年交流活動」
〇教職員間で，絆を育む場づくりのねらいを共通理解

・全校縦割り班を編成して，運動会種目応援合戦を継続

・３年生が応援構成を話し合い，役割分担して１，２年

生に応援の振り付けを教え，運動会で応援を披露

・秋に３年生に感謝を伝える集会を，２年生主体で実施

◎子ども主体の異学年交流活動が，継続数や新規数の抑制

に結び付いています。 応援合戦

秋田市立秋田北中学校 「スクールカウンセラー（ＳＣ）の活用」
〇各担当から教育相談担当へ，ＳＣ活用の希望を提出

・教育相談担当が日程を調整し，朝集会等で講話会実施

例）中総体強化期間メントレ集会，受験直前集会 等

・部活動における，人間関係づくりへのアドバイス

例）よい人間関係をつくるための伝え方 等

◎諸問題の未然防止に向けて，朝集会や部活動指導等の場

面で積極的にＳＣを活用しています。 朝集会講話



【ポイント③】の具体例（取組前）※…下左例参照 【ポイント③】の具体例（取組後）※…下右例参照

・学団又は学年部会の機会に，担当の職員全員 ・長期休業前に，アンケートなどにより子ども

で，自己有用感が高まった子どもの姿を確認 の意識調査を行う。

する。 ・学団又は学年部会の機会に，担当の職員全員

・意識調査項目のア～エから，学団又は学年の で，選択項目の数値目標と意識調査結果との

調査項目を一つ選択する。 差異を分析して，取組を点検する。

・選択した項目について，「当てはまる」と回 ・「どちらかと言えば」がつく，２と３の回答

答する子どもの割合を，数値目標として設定 を「当てはまる」にするために，学級や学年

する。 の取組を見直し，改善する。

・数値目標の達成に向けて，居場所づくりや絆 ・改善を図った取組を実践し，新規数の抑制を

づくりの取組の計画を検討する。 図る。

・必要に応じて他の学校，家庭や地域と連携す

る。

現在の学校生活をどのように感じていますか。当てはまるもの 意識調査項目 イ みんなで何かするのは楽しい

を，１～４の中から一つずつ選び，番号に〇をつけてください。

ア 学校が楽しい・・・・・・・・・・ １ ２ ３ ４

イ みんなで何かをするのは楽しい・・ １ ２ ３ ４

ウ 授業に主体的に取り組んでいる・・ １ ２ ３ ４

エ 授業がよくわかる・・・・・・・・ １ ２ ３ ４

＜番号の意味＞

１… 当てはまる

２… どちらかといえば，当てはまる

３… どちらかといえば，当てはまらない

４… 当てはまらない

意識調査項目例 意識調査を活用した取組の見直し例

＊意識調査項目例、意識調査を活用した取組の見直し例

…国立教育政策研究所 第Ⅲ期「魅力ある学校づくり調査研究事業」（平成25～26）報告書データより作成

２ 生徒指導体制の点検

以下の観点から，いじめ，不登校等の未然防止に向けた生徒指導体制について，点検すること

ができます。

【生徒指導を機能させた授業改善の観点】

□授業における生徒指導の三つのポイントについて，具体的なイメージが理解されているか。

□視線の向け方や視野の広さ，立ち位置や間の取り方など，生徒指導の意味や技能が理解されて

いるか。

＊「生徒指導の三つのポイント」…「自己存在感」「共感的な人間関係」「自己決定」

【迅速な対応の観点】

□職員会議以外にも，必要に応じて部会等を開催し，子どもや家庭の状況把握に努めているか。

□家庭や地域から寄せられた意見や要望に，速やかに対応しているか。

【問題の複雑化・長期化防止の観点】

□問題発生時の，学級担任や学年主任，生徒指導主事及び管理職の役割は明確か。

□子どもや保護者が訴えた内容について，丁寧に話しを聞き，十分に事実を確認して指導につな

げているか。

□子どもを心配する保護者に対して，継続的に指導経過を伝えているか。

＊ ＊

＊
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自校の居場所づくりや絆づくりの取組について，子どもの意識を把握しながら，全教職員で定期
的・組織的に計画を更新していくことが，子どもたち一人一人の自己有用感を高め，心の居場所を
つくることにつながります。

１ 意識調査を活用した取組

【全市一斉意識調査（様式）の例】

▲出戸小学校の児童と天王南中学校の生

徒が合同挨拶運動に取り組んでいる。

【潟上市Ａ中学校３年生 生徒意識調査 項目イ「みんなで何かするのは楽しい」】

▲長期休業期間を活用して，小・中学

校が連携して取組を見直している。

（潟上市）

【生徒指導ＰＤＣＡサイクル１回目】

●ポイント 春季休業期間を活用した協議時間の確保と，学校の全教職員による目標と計画の決定

② 課題目標

・回答１（当てはまる）の数値と教職員の予想とのズレについ

て協議

・前年度の取組の課題を確認

・回答２（どちらかといえば，当てはまる）の子どもたちの自

己有用感を高める目標を決定

③ 行動計画

・学校全体の行動計画を策定

【生徒指導ＰＤＣＡサイクル２回目】

●ポイント 夏季休業期間を活用した協議時間の確保と，学年部の全教職員による計画の更新

⑥ 点検，見直し

・意識調査の各項目の数値が増減した理由を，学年部の全教職

員で分析

・回答２（どちらかといえば，当てはまる）の子どもたちを，

回答１（当てはまる）にする視点から取組を点検

・課題点の見直し

⑦ 行動計画の改善

・改善した学年行動計画の策定と実行に向けた準備

生徒指導 一人一人の心の居場所をつくるために

当てはまる 当てはまら

ない

どちらかと
いえば，当て
はまる

どちらかと
いえば，当て
はまらない
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【生徒指導ＰＤＣＡサイクル３回目】

●ポイント 冬季，春季休業期間を活用した協議時間の確保と，学年部の全教職員による計画の更新

⑩ 点検，見直し

・意識調査の各項目の数値が増減した理由を，学年部の全教職

員で分析

・回答２（どちらかといえば，当てはまる）の子どもたちの自

己有用感を高める視点から，取組を再度点検

・課題の見直し

⑪ 行動計画の改善

・改善した学年計画の策定と実行に向けた準備

潟上市の各学校では，新規の不登校児童生徒ゼロを目指し，特に回答２の子どもたちの自己有用
感を高めるために，長期休業期間を活用して，学年部の全教職員で取組を見直しています。

２ 安全で安心な心の居場所づくり（いじめの早期対応の事例）

保護者が学校を信頼して気兼ねなく相談できる関係の構築とともに，いじめの重大事態等に対す
る適切な早期対応が，子どもたちの安心感を高め，一人一人の心の居場所をつくる基盤となります。

保護者からのいじめの訴え

【保護者の訴えを聞く際の留意点】

□保護者は，学校に何を求めているのかを具体的に把握する。
□保護者は，特にどのような点を問題と捉えているのかを明確にする。
□保護者の訴えの内容について，「具体的な事実」と「保護者の思いや願い」を区別する。

適切な早期対応の例 改善が必要な早期対応の例

□保護者の心情に寄り添い，法律と方針に即した対応 ▲個人の考えや経験だけに基づいた対応

・相談に対する傾聴の姿勢 ・いじめ防止対策推進法や自校いじめ防止基本方針

・いじめ防止対策推進法についての理解 の理解不足

第８条 学校及び学校の教職員の責務 ・法律や方針を熟知した保護者からの，指摘や要望

第９条 保護者の責務等 他 に対する教職員の誤った言動

・自校のいじめ防止基本方針の確認 ・保護者の不信感，問題の長期化

□「いじめの訴え」の速やかな報告 ▲教職員による抱え込み

・生徒指導主事を中心とした生徒指導部の運営と ・学級担任の力量に任せた生徒指導

校内の情報連携 ・いじめの対応よりも，他の業務等を優先する個人

・生徒指導部会，いじめ委員会等の運営 による誤った判断

□指導記録や調査結果等の活用 ▲いじめ調査結果の非公開と記録の散在や廃棄

・交換ノート，諸調査，指導記録等の蓄積 ・子どもが記載した調査用紙の所在不明

・いじめ調査結果概要等の保護者への周知 ・いじめ調査結果概要等の周知の不徹底

・第三者評価の実施と改善策の公開 ▲子どもの訴えと学校の調査結果との差異

□ホームページ上でのいじめ防止基本方針の公開 ・保護者の疑念，学校に対する不信感

□被害側の心情に寄り添った支援，指導の実施 ▲学校の意向を優先した指導

・いじめ対策組織等で検討した対応策の伝達 ・被害側の了解を得ない調査等の実施

・法律と方針に即した調査の実施と報告 ・被害側に指導経過を伝達しない，不透明な対応

・指導経過及び事実関係等の情報提供

＊ 自校の取組を確認する際などに，□に✓を入れるなどして活用願います。

平成30年度 中央地区の教育 ｐ47



全ての子どもが，安全で安心な学校生活を送ることができるよう，家庭や地域，関係機関と連携

して，子どもの変化を早期に捉えるとともに，いじめについては法律に則り正確に認知し，全件に

ついて組織的に対応することが求められます。

１ 法律上のいじめの定義

「いじめ防止対策推進法」 第二条

この法律において「いじめ」とは，児童等に対して，当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童
＊

等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて
＊

行われるものを含む。）であって，当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
＊

＊児童等 … 行為をした者（甲）も行為の対象となった者（乙）も児童生徒であること。

＊一定の人的関係 … 甲と乙の間に一定の人間関係が存在すること。

＊心身の苦痛 … いじめられた児童生徒の主観を重視する。

法律上のいじめの定義によると，学校において子どもが対人関係による心身の苦痛を訴えた場合

は，全て法律上では「いじめ」として認知されることになります。

２ 早期発見のためのポイント

(1) 日常の生活の見取り（主観） 「子どものいるところには，教職員がいる」

□教職員間の情報共有（見取り） ・授業中の発言に対する周囲の反応や，普段と異なる子どもの様子

などを見取り，教職員間で迅速に共有します。

□子ども本来の姿の確認（認める） ・休み時間や放課後における子どもとの関わりなどを通して，子ど

も本来の姿を確認し，小さな変化を見逃さないようにします。

□師弟同行（見届ける） ・気になる子どもには常に目を配り，生活の様子を見届けます。

(2) 定期的なアンケート調査（客観） 「いじめに対する教職員の気持ちを示す機会とする」

□アンケート調査の抑止力 ・アンケート調査を定期的に実施し，子どもの訴えに迅速かつ的確

に対応することにより，いじめが起きにくい校風を培います。

□アンケート調査実施時の配慮 ・学級担任から調査の趣旨を説明し，調査用紙を持ち帰って，保護

者と相談して記入できるようにするなど，各校の実情に応じて，

実施方法を工夫します。

□アンケート調査実施時の留意点 ・調査中は，子どもの表情や無回答の子どもの存在などを確認し，

子どもが発するサインの把握に努めます。

□アンケート結果の活用 ・アンケート実施後は，複数の教職員で回答の内容を確認し，調査

結果を基に，子どもと面接相談等を計画的に実施します。

(3) 教育相談，面談等（機会の設定） 「いじめを受けている子どもは，自分からは言いにくい」

□面接相談期間の設定 ・問題のあるなしにかかわらず面接する機会をつくることで，児童

生徒に問題を投げ返したり，教職員の思いを伝えたりします。

□指名面接相談の設定 ・相談したい教職員を子どもが指名できるようにするなど，相談し

やすい環境づくりに努めます。

□「チャンス相談」などの実施 ・子どもとの信頼関係が構築されている教職員などから，相談活動

の機会を設定します。

生徒指導 いじめの正確な認知と組織的な対応
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３ いじめの組織的な対応のポイント

(1) いじめに対する措置
いじめと疑われる行為を発見した場合は，発見・通報を受けた教職員は一人で抱え込まず，

学校いじめ防止基本方針に基づいて，速やかに管理職に報告します。校長は，いじめ対策組織
を機能させて，関係する子ども等から事情を聴き取るなどして，いじめの事実確認を行い，全
件について組織的に対応します。

(2)組織的対応の流れ
いじめと疑われる行為の発見

いじめ対策組織の担当者が校長及び教頭に報告

いじめ対策組織 正確な実態把握 指導体制・方針決定 指導・支援 解消に向けた対応

・子どもの保護 ・聴き取り ・指導のねらい ・一次対応 ・指導の継続

・見守りとケア ・記録作成 方針の明確化 ・二次対応 ・カウンセラー

・全体像把握 ・全教職員との ・三次対応 と連携した心

登下校校 共通理解 のケア

休み時間 ・対応する教職 ・状況把握継続

清掃時間 員の役割分担 ・保護者連携

放課後等 ・状況把握継続

・教育委員会や

関係機関との

連携

(3)指導・支援

子 ど も 保 護 者

一 被 害 側 加 害 側 被 害 側 加 害 側
次
対 □いじめからの保護 □事実関係の聴取 □家庭訪問の即日実施 □いじめの事実関係の報
応 □心のケア □いじめは絶対に許され □いじめの事実関係の報 告

□事実関係の聴取 ないことの指導 告 □被害側の心情の伝達

（周囲の子どもを含む） □支援策と対応策の周知 □家庭での指導事項の確

認

二
□子どもの状況に応じ □いじめの態様に応じた □指導方針と現状の報告 □指導方針と現状の報告

次
て，関係機関と連携 指導と再発防止の措置 □今後の指導の流れにつ □今後の指導の流れにつ

対
した支援の実施 いての確認 いての確認

応
学級・学年・全校

□いじめについて学級全員での話合いの実施，いじめを黙認せず絶対に許さない態度の育成
□必要に応じて学級や学年，全校児童生徒を対象とした事実関係の把握
□子ども相互の共感的な人間関係づくり，自己有用感を醸成する取組の充実

三 □生活の見守りと支援 □規範意識を育む指導 □指導方針と現状の報告 □保護者との情報交換

次 □人間関係の回復に向 □人間関係の回復に向け □今後の指導の流れにつ □加害側の子どもとの関

対 けた支援 た支援 いての確認 わり方についての助言

応
学級・学年・全校

□道徳の時間や特別活動の時間を活用した，人権意識を高める指導
□居場所づくりや絆づくりなどの，いじめの未然防止の取組の充実
□児童会・生徒会活動による「いじめ防止宣言」の採択といじめの未然防止等の活動

＊ □に必要に応じて✓を入れるなどして活用願います。

（
中
期
）

（
長
期
）

（
初
期
）
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中央管内の小学校・中学校では，「居場所づくり」や「絆づくり」に意図的・計画的に取り組
む学校が増え，新規の不登校児童生徒数が減少するなどの効果を上げています。次の実践事例を
参考にしながら，今後も積極的な生徒指導が推進されることが望まれます。

「絆づくり」の実践事例
「絆づくり」… 子どもが主体的に取り組む共同的な活動を通して，子ども自らが絆を感じ取り，紡いでい

くことができるよう，全ての子どもが活躍できる場面を実現すること。（主体は子ども）

異年齢交流活動を取り入れた『ふれあいデー』 ＜にかほ市立院内小学校＞
＊

＊『ふれあいデー』… 相手の立場を思いやり，力を合わせて活動する態度を育てるために，

全校児童が縦割り班で交流活動を行う日。（「学校経営要覧」より）

児童の活動 教師の支援・配慮等

○６年生による事前準備 ・アンケートは，１年生も楽しめるよう低学年の頃に上級
◇交流活動の内容をアンケートに記 生と関わって楽しかったことを想起できる内容にする。
入する。（学級活動） ・企画書作成時には，「みんなが楽しく，もっと仲よくな事

◇企画委員会で活動内容を決め，企 るための工夫」というポイントで助言する。
画書を作成する。（放課後） ・準備の際，具体的な場面における低学年児童への配慮と前

◇交流活動の準備をする。 してどんなことができるのかを想定するよう助言する。
（長休み等） ・リーダーとしての成長を促すために，交流活動全体を見

◇リハーサルを行う。（放課後） 通して取り組むことができるよう助言する。

○交流活動 ・次のことについて全教職員で事前に共通理解する。
（活動例） ①交流活動のねらいや指導上の留意点
・院内ウォッチング ②児童を見取るポイント（リーダーの成長ぶりや児童同

本 …校内オリエンテーリング 士の関わり方の変容）
・こいでんぴっく ③児童に任せる活動と教職員が行う活動との区別

時 …統合した旧小出小学校の校 ・「ちょっといい話」や「うれしい姿」として見聞きした
舎を活用したゲーム大会 ことは，その場ですぐにその児童に伝えたり，周りにい

・なかよしなべっこ る児童にも紹介したりして，互いのことを認め合うこと
ができるようにする。

○全校児童による振り返り ・アンケート記入の際には，楽しかった気持ち，リーダー
◇アンケート記入（１～５年生） への感謝の気持ち，次の活動に期待している気持ちを６
◇話合い活動（６年生） 年生に伝えることができるよう助言する。事

・話合い活動の際には，他学年の児童のアンケート内容や
教職員からのコメントを伝え，次回の活動に向けためあ後
てをもつことができるようにする。

・児童の取組は，校報や学級通信等を通して発信し，保護
者や地域の方々からも認めてもらえるようにする。

※年度の途中（１月）からは，５年生がリーダーとして取り組んだ。

【児童の変容】
［実践のポイント］

生徒指導 「居場所づくり」と「絆づくり」の推進に向けて

全教職員の共通理解のもと，児童の主体的な活動を

重視して交流活動を複数回設定したことが，児童自身

が人と関わる喜びを実感することにつながった。

「自分にはよいところがある」という調査項目に，

肯定的な回答をする児童の割合が増加した。

年度途中からリーダーとして取り組んだ５年生に，

人の役に立ちたいという気持ちが芽生えた。

児童が主体的に取り組み，試行錯
誤する活動の中で人と関わり合う喜
びを実感できるようにすることがね
らいであることを，全教職員で共通
理解することが大切です。児童が互
いのよさを認め合える場や機会を工
夫して設けることは，児童が絆を実
感することにつながります。
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「居場所づくり」の実践事例
「居場所づくり」… 学級や学校をどの子どもにとっても安心して落ち着ける場所にしていくための，

授業づくりや集団づくりなどを行うこと。（主体は教職員）

『やる気』を引き出す生徒指導 ＜秋田市立山王中学校＞
＊

＊『やる気』… 生徒一人一人がかけがえのない存在として大切に扱われることによって表出される

心的エネルギー （「山王教育」より）

授業づくり 集団づくり

全教職員が生徒の『やる気』を引き出し，主体 ○『やる気』を考えるタイムＳ

的な学習を支えるための関わりや働き掛けをでき めり張りを付けた生活を送ることがで

るようにするため，生徒の現状から目指す生徒の きる集団づくりのために，タイムＳを設

姿を設定し，その実現に向けた授業づくりの視点 けている。５校時開始前の５分間，全校

を次のように決めて取り組んでいる。 に静かな音楽が流れる落ち着いた雰囲気

の中，生徒は次の四つのＳの中から自分

で決めたことに無言で取り組んでいる。

○『やる気』を育てる挨拶運動

野球部員が始めた「立ち止まっての挨

拶」をきっかけにして，挨拶は誰のため

に行うのか，大切なことは何なのかにつ

いて，生徒と共に考えながら取り組んで

いる。生徒の挨拶に対しては，教職員も

同じようにすることを心掛けている。

○『やる気』の見える化

『やる気』を生徒の言動として表出で

きるよう，具体的な手立てを「やる気の

見える化年間計画」として各分掌，各学

年部が作成している。全教職員が同じベ

クトル（意欲・方向性）で，マンネリ化

しないよう創意工夫しながら取り組んで

いる。

全校体制による実践に向けて
・生徒指導主事が，職員会議で「生徒自身に考えさせる指導」「部活動の意義と指導のポイ

ント」などについて提案し，教職員による話合いを通して合意形成を図っている。

・学年部と生徒指導部が協力し，若手教職員などの取組を見取ったり認めたりすることに加

え，最後まで見届ける姿勢を大切にしながら継続して支援している。

【生徒の変容】

［実践のポイント］

目 標 活 動

思考・活動・表現の
場を必ず設定している
か。

教師の説明や指示だ
けで授業が展開されて
いないか。

ねらいに応じた活動
や形態を工夫している
か。

指名する場合は，意
図的・計画的に行って
いるか。

振り返り

５分間くらいの時間
を確保しているか。

賞賛・承認などの声
を掛けて，生徒の頑張
りを讃えているか。

ねらいや達成状況を
確認しているか。

自己評価カードに記
入させるだけで終わっ
ていないか。

次の時間の意欲付け
をしているか。

教師の独り相撲で終
わっていないか。

学習の流れや生徒の
思考が整理されるよう
な板書を計画している
か。

本時の学習のねらい
や学習活動，学習内容
について，生徒が理解
しているか。

生徒が授業で存在感
を感じるような指導が
なされているか。

Sanno 学校のことを考える時間
Silence 静かに自分を見つめる時間
Self-control 自律ということを考える時間
Study 自分のための学習をする時間

居場所づくりの取組を話合いを通
して教職員間で確認し，各分掌の担
当者が互いに協力して取り組むこと
により，全校体制での実践になって
います。学校が生徒にとってかけが
えのない居場所となり，いつでも，
どこでも自分らしさを発揮できるこ
とにつながっています。

全教職員が共通実践事項をもとに，「授業づくり」

を同じ方向性で行ったことにより，積極的に発言した

り，集中して授業を受けたりする生徒が増えた。

『やる気』をキーワードに，全校体制で「授業づく

り」や「集団づくり」に取り組んだことにより，生徒

に安心感が生まれ，互いを認め合ったり，尊重したり

できるようになった。

生徒が主体的に活動
する時間が確保されて
いるか。

目標・ねらいに対し
て，｢おおむね満足｣と
いう状態を明確にして
授業に臨んでいるか。

ねらいに近付けない
生徒にはどのような手
立てを準備しているか。

ねらいが黒板に明示
されているか。
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